
　10 月１日から消費税率が 10％に変更される
ことに伴い、上下水道料金などに含まれる消費
税額相当分も、10 月以降の使用分（12 月検針・
12 月請求分）から税率 10％を適用した金額に

変わります。
　なお、水道加入金と水道工事負担金は、10 月
１日請求分から税率 10％を適用します。

「上下水道料金」が変わります

12月請求分から

《税率適用前と適用後の料金の例》� ※１円未満の端数金額は切り捨て　

●水道料金●
一般家庭で多く使用されている口径13㎜の
メーターを使用し、１カ月で20㎥の水道水を使
用した場合

●下水道料金●
水道水のみを使用する世帯で、１カ月で20㎥の
水道水を使用した場合

【令和元年 11 月請求分までの税率８％の場合】

▶基本料金（８㎥まで）1,296 円
▶超過料金（８㎥を超え 20㎥まで）183 円 / ㎥
　　　　　　183 円× 12㎥＝ 2,196 円
　　　　　 （1,296 円＋ 2,196 円）× 1.08 ＝ 3,771 円

3,771 円

【令和元年 12 月請求分以降の税率 10％の場合】

▶基本料金（８㎥まで）1,296 円
▶超過料金（８㎥を超え 20㎥まで）183 円 / ㎥
　　　　　　183 円× 12㎥＝ 2,196 円
　　　　　 （1,296 円＋ 2,196 円）× 1.10 ＝ 3,841 円

3,841 円

【令和元年 11 月請求分までの税率８％の場合】

▶基本料金（８㎥まで）1,296 円
▶超過料金（８㎥を超え 20㎥まで）172 円 / ㎥
　　　　　　172 円× 12㎥＝ 2,064 円
　　　　 　（1,296 円＋ 2,064 円）× 1.08 ＝ 3,628 円
　メーター使用料（口径 13㎜）86 円× 1.08 ＝ 92 円

合計 3,720 円

【令和元年 12 月請求分以降の税率 10％の場合】

▶基本料金（８㎥まで）1,296 円
▶超過料金（８㎥を超え 20㎥まで）172 円 / ㎥
　　　　　　172 円× 12㎥＝ 2,064 円
　　　　　 （1,296 円＋ 2,064 円）× 1.10 ＝ 3,696 円
▶メーター使用料（口径 13㎜）86 円× 1.10 ＝ 94 円

　合計 3,790 円 ※水道水以外の水（井戸水など）を使用している場合は、世帯人
数に応じて認定した水量などにより計算します。

※詳しくはそれぞれの担当課へ問い合わせてください。
●問い合わせ
　西城市民病院　☎0824ｰ82ｰ2611

　水道課業務係　☎0824 7ー3 1ー197　　下水道課管理係　☎0824 7ー3 1ー175

　西城市民病院では、特別室などの使用料や診断書などの交付

等手数料の一部に、10 月１日から税率 10％を適用しますのでご

注意ください。

西城市民病院事業に関する使用料と手数料も変わります！
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